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○ 取扱い

原則として、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）算定後、同一

部位に対する歯科エックス線撮影（全顎撮影の場合）の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）と歯科エックス線撮影（全

顎撮影の場合）では、撮影目的が異なることから、歯科疾患の症状や部位

等によって、最初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。


